
 

一

官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
案 

新
旧
対
照
表 

 

○
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
形
成
基
本
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
〔
附
則
第
二
項
関
係
〕 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
所
掌
事
務
等
） 

第
二
十
六
条 

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本

法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
務

の
う
ち
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な
も
の
の
実
施
の

推
進
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
）

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
計
画
の
案
の
作

成
及
び
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
官
民
デ
ー
タ
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
官
民
デ
ー

タ
」
と
い
う
。
）
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
で
重

要
な
も
の
の
企
画
に
関
す
る
調
査
審
議
、
施
策
の
評
価
そ
の
他
の
官
民
デ

ー
タ
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な
も
の

の
実
施
の
推
進
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会

の
形
成
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な
も
の
の
企
画
に
関
し
て
審
議
し
、
及
び

 

（
所
掌
事
務
等
） 

第
二
十
六
条 

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本

法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
務

の
う
ち
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な
も
の
の
実
施
の

推
進
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

      

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の

形
成
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な
も
の
の
企
画
に
関
し
て
審
議
し
、
及
び
そ



  

二

  

そ
の
施
策
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
戦
略
会
議
） 

第
三
十
条
の
二 

第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
を

所
掌
さ
せ
る
た
め
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
部
に
、
官
民

デ
ー
タ
活
用
推
進
戦
略
会
議
を
置
く
。 

 

の
施
策
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
新
設
） 

 
 


